
知的財産権の基礎知識

令和1年11月30日

特許法律事務所樹樹

弁理士・弁護士加藤光宏



自己紹介

氏名等
弁理士・弁護士加藤光宏(かとうみつひろ)

E-mail: katomi@juju-Iaw.jp 

略歴
昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業

昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部

平成 9年 1月弁理士登録

平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学
平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所源開設

平成23年12月特許法律事務所樹樹開設

役職等
日本弁理士会東海支部 副支部長 (2016年)

知的財産権制度推進委員会副委員長

愛知県弁護士会情報問題対策委員会委員長

特許法律事務所樹樹
Patent and Law Firm JuJu 

干460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号丸の内YSピル 5F-B
TEL 052-212-8100/ FAX 052-212-81 1 1 



|若鯨家事件

若続家の起源となった居
(Wikipediaより号|用)

売上げ増!
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商標の影響の大きさ

若続家

(登録せず)

元従業員が独立して登録
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くj吉内の様子〉

商標冷や汗事例

2018年2月 . 9月オープンを目指して計画
.手作りケーキ他の製造販売

-売り場面積6畳程度の小規模庖

-庖の口ゴ(ハリネズミの絵)決定
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2018年7月31日 ・口ゴの商標登録出願完了
(商願2018-74935号)

・2019年3月15日に無事登録
(商標登録第6130787号)



知的財産権の意義

マネ
さ世怠いl

知期で護って有利に戦いますか? 弱者(知財無し)の立場でいいですか?



知的財産は何を保護するのか?
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特許の例

(19)日本剛附(J内 112)特野公事仰の (11)糊桝

ヰ"キ.370(賂33~
何沼海軍9

(-15)施行日 平.17隼9月2園田似xl5.9. 28) t14) :1縁日早陵njJi7月22日(2005.7.22) 

(1何 事鵬柿(J防 (12)特際公報{殴) (11)附桝

".キ113975183~。3師 11抑
制5)発行日 早瓜19:刷用12日@∞7.9.12) Cl4) :1縁日平成19年6月22日以)()7.6. 22) 

恒1)Int.CI. 
A23G 3134 (;!I1.rJ.Ot) 

F 1 
，>.23G 31，∞ 108 

(51) Inl.CI.' 
G07B 15/0) 
G06 F 17/S) 
G06K 111/00 

FI 
G078 151∞ L 

G06ド 17/ω 146，>.

G06K 191∞ Q 

周求珊のe13 (盆 31lU 調;J!項の町 1 (主 6賀}

(21)幽線香骨 則自2000・243297開田町.243291)
(22)出願日 平成12年間108(:耳目同.8.10)
(65)公開.号 待問2001-101461(J'2∞1-1014G1A) 
(43)公開日 平成13刷月13BωOU.13)
審査1IIll!白 寧成12制月10日ω∞.8.10)
審判司暗号 不.I!2I:焔3.15499伊初03.154991J 1) 
.何1IIll!8 平成15年811118(初03.8.11)

l~l) 優先幡圭l!I・号 3il!405 
C.l2)隈先日 平成11年目月10B(1999.8.10) 
(33)優先摘ま盛田 朱国(15)

。1)限先健主o.骨 617721 。2)優先日 平成は年明17日似刷.1~ Iη 

(.l3) 優先細まl!I国 米国AA>1
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(22) 111厩日
(6句公開脅号

制3)公附日

審JiIU<白
書判脅骨

膏判聞耳R日

開凧2003・208498伊2∞3・2ω498)11(73)槽際情書 595177361 
平成15年8月228(:却03.8.22) 11 様式会社おやつカンパニー

持関2005-liS511伊初05・邸SIIAj 11 三.県律市一志町田11t420・噌
平成17牢3月17日{富防.3.1η 11(14)代寝入 日粉837総
平成17年S月25日(却05.5.25) 11 弁理士羽村行弘

不思2006-2∞57(Pお06・お057/JI)11(72)発明嘗徳田忠幸
平成18牢明7日似泌.9.71 11 三重県ー剖ト志町大字国民~ 20.tt

陣式会栓おやつカシパニー内

il軍事貨に綾〈

(54) (拠"の昌郎1アトラタシ，ン入1唖管理シAテム
(54) (発明の8...1ラーメン・ぇナνク事子

歯.陣

.制実 向野直樹
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意匠の例

【登録番号】意匠登録第153533 5号
【意匠に係る物品】携帯情報端末

【意匠権者】アップルインコーポレイテッド

【登録番号】意匠登録第157183 2号
【意匠に係る物品】容器付冷菓

【意匠権者】井村屋グループ株式会社
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~~: I 登録5930334号
L 

商標とは?

商標=事業者が、自己の商品・サービスに使用するマーク等
(他人の商品・サービスと区別するためのもの)

一ナ一一X
一

注十一
色悌一 立体商標 I i地域団体商標l
えびぜんぺいの里
登録4944646号他

一色産うなぎ

登録5093218号

常滑焼

登録5018657号他国可
寺
田
光
司
善
弘録登

ロゴ等 l 
登録4157614号

登録5493891号

国際登録第652943号 登録567466号

i 音の商標 I 

i 位置の商標 I 

i 色彩の商標 I 



特許権取得の手続き

出願番号

特願2018-****** 3つの番号4つの手続き!

-特許出願

3年 | 出願公開 | + 公開番号 願書、明細書、請求の範囲、図

特開2018-****** 面、要約書をオンフインで提出

来請求は | -審査請求

取下扱い | 出願と同時でも可能

各種応答
目 -拒絶理由通知への応答

意見書・補正書の提出

拒絶査定 -特許料の納付

3年分をまとめて納付

特許料納付 特許番号 査定から30日以内
(設定登録) 特許第*料****号



明細書のポイント

(は)公開特許公報(A) (1t}ヤ許出願公開番号

特関2016・3お32
(P3l16・325忽A)

(43)公開日 平鳳2T3湾10日(21)16.3.10)

(19)日本圃特許庁(JP)

FI 

301 

テー?コード (参考)

4B059 

(51) Inl. Cl 

A4 7 J 37110 
A47J 45106 
A47J 45107 

一向働側
一

A47J 37/10 
A47 J 45/06 

A47 J 45/07 

D 

A 

審査時求未筒求問求項の数 3 OL (全8頁)

特額2014-15唱106(p2014-156106) 1(71)出願人 709001465

平成26年7月31B (2014.7.31) 〆 木村光憎

/ 大阪府四鋒照市岡山五丁目4香23号
初 発明者木村光博

F 大阪府四条畷市岡山5丁目4-23

Fターム(参考)48059 AA03 ADOI B80I 

(21)出願番号

(22)出願日

発明者よりも出
願人が大切!

(54) {発明の名綜l角度のある把手を付慢した玉子焼きフラ

(57)【要約】

【課題】調理効率がよく、 且つ調理時の腕、手首への負

担軽減できる卵焼き器

臼幸決手段】可動式器具本体は一辺縁外部に角度を持っ

た把手、スライドガイド、及び位置決めピンを付設する

とによって、把手を自京呈する人に適した位置に選択的

にスライド固定設定出来る事を特徴とし、把手宙定式器

具はあらかじめ重量定した角度を持った着脱可能把手を一

辺線外留に付設することを特徴とする。

【選択図】図l

まずここで
概要をつかむ

[特Z午舗求の斑闘】 / 

権利範囲を示す部分

(請求項ごとに権利)
円照照F門
内角形状のi.ll哩lフライパンの本体を備えた3i子燥さ麗具において、所定の厚みを備えた本
体側面の内、-l!l録外面の辺に対し30・から70。、底面に)'1し重前方向に0・から30・在

もって付殿する ζ とを特徴とする卵燥さ側.

( ~""求lJI 2 ) 
本体の担III踊に角度を持ったJ包手、 スライト ガイド.fJz.ひ{立幽きめピンを付;:<!する ζ と"-よ
って 、把-þを鋼縄する人の使い易い位置に滋叙的に λ ライド則定:!定出来る :lfllt項 I::<!~

の玉子焼き鈍f..¥.
(:11求m3) 
本体の側副に対 し~O威力、ら 65度、 底Ibiに 対 し丞ru:方向に 5~主から 2 !> 肢の角度を持 った t(脱

可能な固定式偲f.-l!付設した舗求項lの:Ji子焼き骨骨具.

[発明の詳細な説明】

一一|ここから後は請求項の解説 |ιUftC"，kft J 
{ 0 0 0 1 J 

本発明は、 ji子焼き調理に使刈ずる玉子焼きJ有フライパンに閲するものである.
以w割削
(000 2】

玉子焼き調I'IlWHlの器t共としは、 四角形状の本体のー辺総都の外而中火に適宜な杷手を付
践しているものが知 られてbる。そして前記探具での'般的な玉子調思は、 加熱した本体

{ζ所定lilの潟 き玉子老人れ、 r4t提き状態で本体を上下半岡転絡動する ζ とで巻き込み、 ζ
れを繰り返すζとで全体を多m鳳状態として厚焼き卵-l!:rl寝している.また有事焼きを行わ
なbでru:娘一定のl事占に燥さ上げる均合も品る.
{0003J 

E予焼きか:J，煎府状態に作る際には、 把手の下側から手の平来上に1/，1りた逆手似 りとなり
体の前副に脱府くの?に 幽 げ、 下首かヒ ドに下回転~動運動か練 り 返す必要があっ た。

{0004J 

前妃よ下半回転Ol動運動を綴 り返すことによる 手村への負担がmし、 前記総長本体をよ下
に旨く嫌るのが凶般に1;;った.

{0005J 

さらに手前「の動きに不安がある人が王子焼き調f唱をする阪、前i&の抱乎の持ちん・だとIJiI鰻

さが附すケ λがある。

{OOOGJ 

-般的に使用されている玉子燦き器具形状は、 四月形状フライパン本体の外線怨のー辺の

中央κ担手をi・1殺 したものである
[先行妓術文献】

【特許文献]

(000i) 

[特許文ぽ l】特待公開公報 『特許公開200ト252201Jに紀総されている形状がセ流とな

っている。

ιa岨~
[発明が解決しようとする銀題1
(0008) 

正 f燥さ を多情層状舶に作る際には、担~手の ド側から手の 'f!を tに låJけた逆手撮 りとなり

体の前面で腕.'J:幽げた下首-l!1:下lこ半回転揺動i1I!動.'J:繰 り返す必理があり、 腕や下首に

不安の無い人でも、 手首に疲労がたまる.まして、 把手~鑑る側の腕や手首に不安がある
人は半l吋転上下帰動運動による手村への!U喧mが玉置けちれない。
{0009J 

そζで本発明は、上 F学回転偲動遡動による手げの負担を粧減し、 玉チmきそスムーズに
調整できる新規なお共を鎚訴さしたものである.



【課題を解決するための手段]

本発明に関わる玉子焼き器は、 四角形状の浅型フライパンの本体を備えた玉子焼き器にお

いて、所定の厚みを備えた本体辺縁部の内、一外面に、把手を角度をもって付設する ζ と

を特徴とするものである。

【o0 1 1) 
「角度を持った」とは辺に対する傾きと本体底而に対する傾きである。

【o0 1 2) 
而して前記器具で調理をおζ なうと、角度を持って付設された把手に手の甲を上にした順

手で、しかも把手を把持する側の腕を休前而にくの宇に曲げる必要も無く、 体骨Hこ沿って

前方に差出 し、 手を添えるだけで犯持出来るのである。

【0013】

而して、角度をもって付設された把手を!願手で抱持している為、前記器具を上下半回転猪

野jするのに手首だけでなく、 肘関!¥ii老中心に使 うζ とにより、 手首への負担がかなり軽減

され、 軽量感も得ちれるものである。

【発明の効果】

(0 0 1 4】

以上の通 り、 本発明は、四角形状本体の辺緑外面に角度を持って付設された犯手を、 腕を

休前面でくの字に曲げるととな〈 自然な姿勢で把持出来、手首の負担軽減を実現したもの

である。

〔図面の簡単な説明]

【o0 1 5) 
〔図 1)本発明の実施形態の把手スライ ド機構付全体斜視図である。

【図2】本発明の実施形態の図 Iの反対勝手の全体斜視図である。

【図3】本発明の把手固定形状の全体斜視図である。

【図 4)本発明の把手固定形状図3の反対勝手の全体斜視図である。

(発明を実施するための形態】

lO 0 1 I:i J 

次に本発明の実施の形態について説明する。実施形態に示した玉子焼き若器具は、基本的に

は従前と同様に、四角形状の浅型フライパン状の本体!と、 本体 lの辺縁外周蘭に把手 Z

、スライドガイド 3、及び位並立 きめピン 4 ~付設したものである。

【o0 1 7) 
特に本発明で把手可動調節式 (図 1. 2)は、 本体 lの側而に角度 (辺に対してA。は凡

そ30'かち70'であり、好ましくは35。かち65'、よ り好ましくは 40'から60。であ

り、 本体底面に対して 目。は凡そO'力ち30。、 好まし くは5・から20'、より 好ましくは

7. 5'から 15'の傾き)を持った把手2、スライドガイド3、及び位置きめピン 4を付

設するζ とによって、 把手2を調理する人の使い易い位置に選択的に固定設定出来、 把持

問IJの手首の負担を軽減 したものである。

【o0 1 8) 
スライドガイ ド部とは図lの3のア リ構のように把手付設辺と平行移動のみ可能なスライ

ド機梢を利用したものであり、図中の機構のみを特定するものではない。スライドガイ ド

を位催決めピンなどで悶定する 乙とは調理時の把手脱落を防止するものである。

【o0 1 9) 
図3、図4は把手固定式器具である。把手は辺に対する傾きA・は凡そ30'から70。であ

り、好ましく は35。から65'、より好ま しくは 40。から 60。であり、本体底面に対 し
て傾きB。は凡そ0・から30'、好ましくは5。から20。、より好ましくは 7目 5。から 1

5 'の傾きもっており、 取り付け金具31とはねじ込み方式で岩脱可能である。

(0 0 2 0】

可動式及び固定式共に把手付段位誼は29具本休の辺長さしの約 113 Lの所で、しカも把手
長手方向は本体中心に向かっていることが望ま しい。とれは本体重心と把手付設方向を重

ねる ことに より、 把手 を把持した時の偏荷重を極力避ける効果がある。

【o0 2 1 ) 
人は 自然体で腕が体側にある 場合、 手~握 る と体前面に対 して凡そ 45。の握 り 車曲 者E持つた

めに把手は本体器具の辺に対して角度が 40。から60。 となるるのがより 好ましい。

【実施例】

【o0 2 2) 
以下、本発明の実施 の形態としてー実施例を図 l、 図 3，こ基ずいて説明する。
【o0 2 3) 
図lにおいて、 lは玉子焼き本体に付設された角度を持 った把手であり、 Zは玉子焼きフラ

イパン本体で調理を行 うスペースである。把手 lが付設されたスペース 2の四角形状の本

体 の辺緑外部にはスライドガイ ド4も併設されている。 把手 lを調理する人に適 した位置

にスライド移動を行 い、位置決めピン 3で位置きめ及 び固定を行 う。 とれは本体からの灘

脱を防 ぐものである。

【0024】
図 2は図 lの反対勝手のものであり 、詳細は前記述通 りである。

【0025】

図3において、 11は玉子焼 き本体に付設された角度を持 った把手であり、 21は玉子焼き

フライパン本体で調理そ行 うスペースである。 把手 11が付設された本体21の辺縁外部に

は、把手着脱可能な取 り付け金具31が固定設置されている。

(0026) 

図4は図3の反対勝手のものであり、詳細 は前記述通 りであ る。

【産業上の利用可能性】

【0027】

本発明は、 玉子焼き調理に使用する玉子焼 き器具に関するものである。

[図l】

【図 2】

[図 3] 【図 4]
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専門家(弁理士)の活用

スマホに耳又り付けるカバーを

イ乍っています

(技術を意識した質問)

i 以なところがウリですか? ~

(デザインを意識した質問)

(どんなデザインですか? 片
障子がモチーフの和テイス卜

な感じです。

【弁理士とは】
》知的財産を発掘します!
実際の事業について、どこに
知的財産が埋もれているのか

を見つけるのは難しいです。

弁理士が発掘をお手伝いしま
す。

》知的財産の出願手続を代理

します!
知的財産の出願手続は、複雑

です。弁理士が代理人として
手続を行い、権利取得をサ

ポー卜します。

》知的財産権の活用をサポー

卜します!
せっかく得られた知的財産権
を有効に活用する方法をアド
バイスいたします。



知的財産発掘の例 (BakeryScan)

》焼きたてのパンを、自動で画像認識し、 l秒ほどで料金を計算、表示
》①外観は似ているが別種類のパンの区別、②同一種類のパンでち焼き加減や形
が変わる、③トレイ上でパンが接触していることがあるなどの課題があった
》パンの種類ごとに独特の「特徴量Jをスコア化
》初期学習は1種類のパンにつき5'"'-'6個のサンプリング (2分ほどで完了)
》使用するほど機械学習によって精度向上

akeJryS 
AII-ln..One手持ン

トレイをレジ

カウンターに置く

a'm 

JLA 
http://bakeryscan.com/company/index.htmlより

一瞬で
レジ入力が完了
{従来@手入力も可箆}

三?ゐ

お客繊にも

見えるので安心 ¥ ~" ¥ 

晶盈~



弁理士へのつなぎ方~知財ホッとライン

弁理士会東海会では、本年度より、知財金融対応委員会を立ぢ上げ、
知財ホyとラインを開設いたしました

+金融機関職員の方からの質問に弁理士がお応えします。

知的財産についての質問・相談が生じましたら、下記までお電話ください。

~ 052 -2_!_1 -3110 

「知財ホッとラインをお願いします」と伝え、
お名前、ご連絡先などおっしゃっていただくだけで結構です。

当会で担当の弁理士を割り当てます。

。
担当の弁理士から折り返し電話でご連絡いたしますので、
納得するまで、ご質問・ご相談をしてください。
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